
仕様書 

 

１ 業務名 

消防局中消防署ほか３９施設建築物等定期点検業務 

 

２ 業務対象建築物及び履行場所 

消防局中消防署ほか３９施設建築物等（詳細は別表「定期点検対象一覧表」のとおり。） 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和８年１０月３０日まで 

 

４ 業務内容 

本業務は、建築基準法第１２条第２項及び第４項に規定される特定建築物及び特定建

築設備等について、それぞれ国土交通省令で定めるところにより、損傷、腐食その他の劣

化状況の点検を実施するもの。 

詳細は、次の⑴～⑶のとおりとする。 

なお、各点検は、㈶日本建築防災協会又は㈶日本建築設備・昇降機センターが発行する

最新の業務基準に基づいて実施すること。 

⑴ 建築基準法第１２条第２項による点検（特定建築物の点検） 

平成２０年国土交通省告示第２８２号「建築物の定期調査報告における調査及び定期

点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に基

づいて、履行場所内にある業務対象建築物について、点検を実施すること。 

⑵ 建築基準法第１２条第４項による点検（特定建築設備等の点検） 

ア 建築設備点検 

平成２０年国土交通省告示第２８５号「建築設備等昇降機及び遊戯施設を除く。）

の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果

の判定基準並びに検査結果表を定める件」に基づいて、業務対象建築物の建築設備等

のうち、「換気設備、排煙設備、非常照明設備及び給排水設備」について、点検を実

施すること。 

イ 防火設備点検 

平成２８年国土交通省告示第７２３号「防火設備の定期検査報告における検査及

び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を

定める件」に基づいて、業務対象建築物内に設置されている全ての防火設備の点検を

実施すること。 

⑶ 建築基準法第１２条第２項による点検（外壁赤外線等調査） 



調査実施に当たっては、別表「定期点検対象一覧表」に記載されている調査範囲につ

いて予備調査を行い、 次のとおり外壁調査を行うこと。 

平成２０年国土交通省告示第２８２号「建築物の定期調査報告における調査及び定

期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に

定める、告示別表２－１１に定める外装仕上げ材等「タイル、石貼り等（乾式工法によ

るものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況」を調査する。 

 

５ 点検技術者資格 

点検を行う専門技術者は、次の⑴、⑵のいずれか又は⑶、⑷及び⑸の資格を有する者で

あること。 

⑴ 一級建築士（特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可） 

⑵ 二級建築士（特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可） 

⑶ 特定建築物調査員（特定建築物の点検に限る。） 

⑷ 建築設備検査員（特定建築設備等のうち、建築設備の点検に限る。） 

⑸ 防火設備検査員（特定建築設備等のうち、防火設備の点検に限る。） 

 

６ 業務実施上の留意事項 

⑴ 受注者は、業務の実施日時等については、事前に本市と協議し、決定すること。 

⑵ 受注者は、作業方法等については、必要に応じて発注者と協議して決定すること。 

⑶ 受注者は、業務の実施に当たっては、点検に用いる工具等について、常に整理整頓を

行うこと。また、作業を行う上で、第三者が現場周辺に立ち入ることが危険な場合には、

危険防止に必要な安全措置を行い、事故の未然防止に努めること。 

⑷ 業務実施に必要な点検工具及び消耗品等に係る費用は、全て受注者の負担とする。ま

た、業務実施中に、業務対象設備等のごみ詰まり等軽微な汚れを発見した場合、可能な

限り清掃すること。 

⑸ 受注者は、点検の結果、業務対象設備等の劣化を発見し、落下、転倒等の危険がある

ものについては、直ちに立入禁止等の必要な緊急措置を講じるとともに、発注者に速や

かに報告すること。 

⑹ 受注者は、点検結果について発注者から説明依頼があった場合は、随時必要な説明

を行うこと。 

⑺ 受注者は、業務従事者全員の安全衛生に関する管理について、業務従事者の中から

現場責任者を定め、関連法令等に従って、安全衛生上の管理を徹底すること。 

⑻ コンロ・湯沸器の設置してある部屋（食堂等）については、全て火気使用室とみな

して換気設備の点検を実施すること。 

⑼ 受注者は、業務を履行するにあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適

切かつ円滑な遂行を図ること。 



 

７ 業務実施前の提出資料 

受注者は、本業務の契約締結後速やかに、次の⑴～⑵の資料を作成のうえ、発注者に書

面で提出し、承認を受けること。 

⑴ 現場責任者及び従事者名簿（資格証等の写しを含む。）（様式１） 

本業務に従事する現場責任者及び従事者の氏名について、業務の履行に必要な資格

者証等の写しと併せて、提出すること。なお、履行期間中に現場責任者又は従事者及び

その両者に変更があった場合は、改めて名簿を作成のうえ、必要な資格証等の写しと併

せて、発注者に書面で提出すること。 

⑵ 委託業務実施計画書（様式２） 

各履行場所における業務の実施予定日を記載し、提出すること。 

なお、履行期間中に計画の変更があった場合は、改めて計画書一式を作成のうえ、発

注者に書面で提出すること。 

 

８ 業務完了後の提出資料（成果物） 

受注者は、業務完了後速やかに、次の⑴～⑹の資料を作成のうえ、発注者に書面にて

１部提出し、検査を受けること。 

また、提出時は電子データも併せて提出すること。電子データは、エラーがないこと

を確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施し、問題がないことを確認し

たうえで、提出すること。 

提出資料の作成に当たっては、⑴及び⑹について、受注者による任意の様式で作成す

ることとし、その他全ての提出資料は、発注者が提供する様式を使用し、作成するこ

と。 

⑴ 委託業務実施報告書（表紙） 

⑵ 要是正箇所一覧表（様式３） 

建築物ごとに、次のとおり各１部ずつ作成すること。 

また、劣化度評価及び安全性・機能性の評価に当たっては、一覧表記載の判定基準

に基づいて行うこと。 

ア 外壁及び屋上防水に関する要是正箇所一覧表 

イ 外壁及び屋上防水以外の要是正箇所一覧表 

⑶ 建築点検結果報告書（１つの Excel データ内に資料一式を保存） 

ア 定期点検結果報告書 

イ 点検記録（総括表） 

ウ 調査結果表 

エ 調査結果図 

発注者が提供する図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるよう



に、必要な目印や写真番号等を記入すること。その後、記入した図面を任意の方法で

画像データに変換し、調査結果図の様式に貼り付けること。 

なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出

すること。 

オ 写真台紙 

調査結果表の調査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べるこ

と。 

⑷ 設備点検結果報告書（１つのExcelデータ内に資料一式を保存） 

ア 定期点検結果報告書 

イ 点検記録（総括表） 

ウ 検査結果表及び別表（建築設備ごとに作成） 

エ 検査結果図 

発注者が提供する施設の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定でき

るように、必要な目印や写真番号等を記入すること。その後、記入した図面を任意

の方法で画像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。 

なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提

出すること。 

オ 関係写真 

検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べるこ

と。 

⑸ 防火設備点検結果報告書（１つのExcelデータ内に資料一式を保存） 

ア 定期点検結果報告書 

イ 点検記録（総括表） 

ウ 検査結果表（防火設備ごとに作成） 

エ 検査結果図 

発注者が提供する各消防署・出張所の図面に、点検の結果による要是正箇所の位

置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。その後、記入した図

面を任意の方法で画像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。 

なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提

出すること。 

オ 関係写真 

検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べる

こと。 

⑹ 外壁赤外線等調査結果報告書 

「特定建築物定期調査業務基準（２０２５年改訂版）（㈶日本建築防災協会）」、

「タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル（第４版）」（BELCA）を



参照し、点検結果報告書等を作成するものとする。 

ア 調査概要 

イ 建物概要 

ウ 調査結果図 

発注者が提供する各消防署・出張所の図面に、調査の結果による要是正箇所の位

置が特定できるように、必要な目印や写真番号等を記入すること。 

エ 関係写真 

10 委託料の支払 

発注者による検査完了後、受注者の請求のあった日から３０日以内に支払うこととす

る。 

11 内容の変更 

契約内容等について、発注者と受注者は、双方了承の上で必要に応じて変更すること

ができる。この場合は、発注者と受注者による協議のうえ、書面によりこれを定める。 

12 その他 

本仕様に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者による協議の上、

決定する。 



別表

常閉
SS　シャッター SD　　扉 SD　常閉

52,361.56 16 1 40 22 20 83 178

1 中区大手町五丁目20番12号 S49. 6.20
鉄筋コンクリ－ト造地下1階地
上7階建

6,746.22 ○ ○ × 17 8

2 中区大手町五丁目19番7号 S49.11.27 鉄骨造2階建 344.55 ○ × × ×

3 中区白島九軒町１２番２０号 H29.6.6 鉄骨造４階建 846.92 〇 ○ ○ × 3 6

4 中区基町20番8号 S53. 7.25 鉄筋コンクリ－ト造3階建 368.47 〇 ○ ○ × 1 2

5 中区舟入南六丁目２番１号 H27.3.18 鉄筋コンクリ－ト造3階建 1114.37 〇 〇 ○ ○ × 3 8

6 東区光町二丁目12番6号 S57.10. 1 鉄筋コンクリ－ト造3階建 2,036.35 ○ ○ 3 3 6

7 東区福田七丁目2番10号 H 3. 3.30 鉄筋コンクリ－ト造2階建 597.26 〇 ○ × × ×

8 東区温品五丁目3番1号 S47. 3.29 鉄筋コンクリ－ト造2階建 462.82 ○ × × ×

9 東区戸坂出江二丁目9番11号 R2.11.30 鉄筋コンクリート造5階建 915.67 〇（初回） ○ ○ × 5 4

10 南区的場町二丁目5番14号 H21.7.18
鉄筋コンクリ－ト造地下1階地
上6階建

2,579.41 ○ ○ 1 8 15

11 南区宇品海岸二丁目23番39号 S54.11.12 鉄筋コンクリ－ト造3階建 1,893.31 ○ ○ 2 × 5

12 南区東青崎町10番25号 R4.9 鉄筋コンクリート造4階建 910.59 ○ ○ × 3 3

13 南区東本浦町23番6号 S56.10.16 鉄筋コンクリ－ト造2階建 535.97 〇 ○ × × ×

14 南区日宇那町3番6号 R3.3.24 鉄筋コンクリート造3階建 828.92 〇（初回） ○ ○ × 2 5

15 南区宇品東二丁目1番46号 H18.10.31
鉄骨造（一部鉄筋コンクリ－ト
造）地下1階地上4階建

1,144.75 ○ ○ × 4 5

16 西区都町43番10号 H12. 3.10
鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリ
－ト造)地下1階地上8階建

6,245.28 ○ ○ × 2 46

17 西区三篠町三丁目16番23号 H13. 8.28 鉄筋コンクリ－ト造3階建 1,063.01 ○ ○ 2 6 4

18 西区己斐中三丁目14番2号 S47. 2.27 鉄筋コンクリート造2階建 346.74 〇 ○ × × ×

19 西区庚午中四丁目21番19号 H17.2.28 鉄骨造地下1階地上4階建 960.37 〇 ○ ○ × 4 2

20 西区商工センタ－四丁目1番1号 S55.10.24 鉄筋コンクリ－ト造2階建 636.33 ○ × × ×

21 安佐南区緑井一丁目10番3号 H25.3.8 鉄筋コンクリ－ト造6階建 3612.36 ○ ○ 2 8 7

22 安佐南区上安五丁目8番14号 S52. 7.19 鉄筋コンクリ－ト造2階建 370.05 ○ × × ×

23 安佐南区伴東四丁目18番6号 R3.1.29
鉄筋コンクリート造（一部鉄筋
鉄骨コンクリート造）4階建

1230.07 〇（初回） ○ ○ × 3 2

24 安佐南区祇園二丁目48番11号 R3.2.26 鉄筋コンクリート造4階建 1126.56 〇（初回） ○ ○ × 4 3

25 安佐北区可部南四丁目26番13号 S53. 5.30 鉄筋コンクリ－ト造3階建 2,057.00 〇 ○ ○ 3 2 9

26 安佐北区白木町大字市川1533番地5 S50. 5.10 鉄筋コンクリ－ト造2階建 456.48 〇 ○ × × ×

27 安佐北区真亀一丁目3番6号 S54. 9.19 鉄筋コンクリ－ト造2階建 834.66 ○ × × ×

28 安佐北区可部七丁目７番１６号 H22.11.15 鉄筋コンクリ－ト造2階建 777.12 ○ × × ×

29 山県郡安芸太田町大字中筒賀345番地2 S57. 9.24 鉄筋コンクリ－ト造2階建 969.66 ○ × × ×

30 安芸郡海田町堀川町3番12号 S44. 3.31 鉄筋コンクリ－ト造一部5階建 2077.63 ○ ○ 3 2 6

31 安芸区中野東七丁目14番23号 R3.2.12 鉄骨造4階建 960.23 〇（初回） ○ ○ × 2 8

32 安芸区矢野西二丁目16番1号 S62. 9.16 鉄筋コンクリ－ト造2階建 640.34 〇 ○ × × ×

33 安芸郡熊野町萩原六丁目26番18号 S50. 3.31 鉄筋コンクリ－ト造2階建 389.68 ○ × × ×

34 安芸郡坂町横浜中央一丁目1番11号 S47. 3.31 鉄筋コンクリ－ト造2階建 304.62 ○ × × ×

35 佐伯区五日市中央七丁目25番18号 S61.10. 1
鉄筋コンクリ－ト造3階建(一部4
階）

2,045.52 ○ ○ 4 1 9

36 佐伯区湯来町大字和田224番地 S60. 9.24
鉄骨一部鉄筋コンクリ－ト造2
階建

852.98 ○ × × ×

37 佐伯区石内北五丁目5番1号 R1.12.16 鉄筋コンクリート造2階建 1,425.57 ○ × × ×

38 佐伯区利松一丁目5番24号 S57. 3.17 鉄筋コンクリ－ト造2階建 553.57 ○ × × ×

39 佐伯区海老園一丁目2番54号 S49. 6. 4
鉄筋コンクリ－ト造3階建(一部4
階）

1,100.15 ○ ○ × × 15

40 西区観音新町四丁目10番2号 H 26. 5.30 鉄骨造2階建 1431.88 〇 ○ × × ×
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令和  年  月  日 

 

 広 島 市 長 様 

 

                        所在地 

                        名 称 

                        代表者                

 

         現場責任者及び従事者名簿の提出について 

 

 このことについて、消防局中消防署ほか３９施設の建築物等定期点検業務仕様書に基づき、次

の者を従事させますので報告します。 

 

区 分 氏   名 住     所 資   格 

現場責任者 
   

副現場責任者    

従業員    

〃    

〃 
   

〃    

〃    

〃    

〃    

〃 
   

※ 免状の写しは、別添のとおり。 

 

 

 

 

様式１ 



令和  年  月  日 

 

 広 島 市 長 様 

所在地 

                        名 称 

                        代表者                

 

委託業務実施計画書について 

 

このことについて、消防局中消防署ほか３９施設の建築物等定期点検業務仕様書に基づき、委
託業務実施計画書を提出します。 

 

番号 点検予定日 時   間 名      称 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

様式２ 



要是正箇所一覧表（外壁及び屋上防水用）

劣化の程度 安全性・機能性

（例）

1 白島出張所 建築物 南側外壁 外壁 ２（10） 鉄骨造の外壁躯体の重度の劣化及び損傷 2 5 C C C 劣化損傷箇所の補強工事

2 白島出張所 建築物 ３階屋上 シート防水 ３（１） 広範囲に破断が見られ、天井に数箇所漏水 5 1 B C C 全面改修の必要有

3 白島出張所 建築物 テラス部分 塗膜防水 ３（５） 部分的にふくれ有、漏水無 2 2 B A B 部分的な修繕が必要

※　劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。

※　必要に応じて行を追加して使用してください。

＜劣化度の判定基準表＞（「劣化の程度　（劣化進度）」、「安全性・機能性」の要素を総合的に判断して評価）

備考優先順位 施設名 場所 点検項目 検査結果表番号 要是正内容 箇所数 写真番号
劣化度

（総合評価）
改善策

S 劣化がない。 不具合がない。

C 機能や性能に影響を及ぼしている劣化がある。 機能停止などの不具合が頻発している、若しくは現在故障している。

種類

A 軽度の劣化がある。 停止に至らないエラーや警告が発生した。

B 機能や性能に影響を及ぼすおそれのある劣化がある。 機能停止などの不具合が発生したことがある。

評価 劣　化　度（劣化進度） 安全性・機能性の評価



要是正箇所一覧表（外壁及び屋上防水以外用）

劣化の程度 安全性・機能性

（例）

白島出張所 建築物 2階廊下天井 建築物の内部　天井 ４（２４） 数か所に水漏れ跡 2 8，9 B C C 天井仕上材の張替え

白島出張所 建築設備 ２階食堂 換気設備 2（１２） 換気扇の換気量不足 1 11 B B B 換気扇取替

白島出張所 防火設備 ２階南側階段 防火扉 1（５） 駆動装置のローラチェーン部分の重度の損傷 1 8 C C C 駆動装置のローラチェーンの交換

※　劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。

※　必要に応じて行を追加して使用してください。

＜劣化度の判定基準表＞（「劣化の程度　（劣化進度）」、「安全性・機能性」の要素を総合的に判断して評価）

S

A

B

C

安全性・機能性の評価

不具合がない。

停止に至らないエラーや警告が発生した。

機能停止などの不具合が発生したことがある。

機能停止などの不具合が頻発している、若しくは現在故障している。

劣化の程度（劣化進度）

劣化がない。

軽度の劣化がある。

機能や性能に影響を及ぼすおそれのある劣化がある。

機能や性能に影響を及ぼしている劣化がある。

施設名 種類 場所 点検項目

評価

劣化度

（総合評価）
改善策 備考検査結果表番号 要是正内容 箇所数 写真番号


